
平成２８年度

第１８回大分県教育委員会 議事録

日 時 平成２８年１２月１３日（火）

開会１５時００分 閉会１５時２７分

場 所 教育委員室
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平成２８年度

第１８回大分県教育委員会

【議 事】

（１）議 案

第１号議案 教職員の懲戒処分について

第２号議案 大分県スポーツ推進審議会委員の任命について

（２）報 告

①平成２８年第４回定例県議会議案に対する教育委員会の意見について

（３）協 議

①平成２９年度大分県教科用図書選定審議会委員の構成について

（４）その他
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【内 容】

１ 出席者

教育長 工 藤 利 明

委 員 委員 林 浩 昭

委員 岩 崎 哲 朗

委員 松 田 順 子

委員 首 藤 照 美

委員 高 橋 幹 雄

欠席委員なし

事務局 教育次長 宮 迫 敏 郎

教育次長 岩 武 茂 代

教育次長 木 津 博 文

参事監兼教育財務課長 森 﨑 純 次

教育改革・企画課長 能 見 駿一郎

教育人事課長 藤 本 哲 弘

福利課長 中 村 均 子

義務教育課長 米 持 武 彦

生徒指導推進室長 樋 口 哲 司

特別支援教育課長 後 藤 みゆき

高校教育課長 姫 野 秀 樹

社会教育課長 曽根﨑 靖

文化課長 佐 藤 晃 洋

体育保健課長 井 上 倫 明

屋内スポーツ施設建設推進室長 山 上 啓 輔

教育改革・企画課主幹 伊 藤 功 二

教育改革・企画課主査 石 丸 一 輝

２ 傍聴人 ２ 名
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開会・点呼

（工藤教育長）

それでは、委員の出席確認をいたします。

本日は、全委員が出席です。

ただいまから平成２８年度 第１８回教育委員会会議を開きます。

署名委員指名

（工藤教育長）

本日の議事録の署名委員でございますが、松田委員にお願いしたいと

思います。

会期の決定

（工藤教育長）

本日の教育委員会会議はお手元の次第のとおりです。

会議の終了は１５時４０分を予定しています。

よろしくお願いします。

議 事

（工藤教育長）

はじめに、会議は原則として公開することとなっておりますが、会議

を公開しないことについてお諮りします。

第１号議案及び第２号議案については、人事に関する案件ですので、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項ただし書の規

定により、これを公開しないことについて委員の皆さんにお諮りいたし

ます。
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公開しないことに賛成の委員は挙手をお願いします。

（採 決）

それでは、第１号議案及び第２号議案については、非公開といたしま

す。

本日の議事進行は、はじめに公開による議事を行い、次に非公開によ

る議事を行います。

【報 告】

①平成２８年第４回定例県議会議案に対する教育委員会の意見について

（工藤教育長）

それでは、報告第１号「平成２８年第４回定例県議会議案に対する教

育委員会の意見について」能見教育改革・企画課長から報告いたします。

（能見教育改革・企画課長）

報告第１号「平成２８年第４回定例県議会議案に対する教育委員会の

意見について」報告いたします。

資料の３ページをご覧ください。平成２８年第４回定例県議会に上程

された議案のうち、教育委員会関係分としまして、中ほどの議案名にあ

ります「職員の給与に関する条例等の一部改正について」の議案につき

まして、地教行法第２９条の規定により知事から教育委員会の意見を求

められました。

本来ですと知事への回答にあたりまして、教育委員会会議で議決をい

ただくところですけれども、日程の都合上、協議できませんでしたので、

大分県教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任し又は臨時

に代理させる規則第３条第１項に基づきまして、教育長が臨時代理とし

て処分しております。

資料２ページのとおり異議のない旨回答いたしましたので、同条第２

項に基づきまして、本委員会に報告するものでございます。

議案の内容等につきましては、教育人事課長から説明いたします。

以上でございます。

（藤本教育人事課長）

「職員の給与に関する条例等の一部改正について」説明いたします。
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資料の４ページから５６ページまでが議案となっておりますが、５７

ページから６０ページまでの概要に基づきまして説明させていただきま

す。５７ページの太枠で囲んでいる部分が教育委員会に関係する部分で

ございます。

初に、「項目１：職員の給与に関する条例の一部改正」につきまし

ては、平成２８年の給与改定にかかるものです。「（１）給料表改定」に

つきましては、人事委員会勧告に基づき平均０．１５％の改定を行うも

のです。

続いて、「（３）扶養手当」につきましては、人事委員会勧告に基づき、

配偶者に係る手当額を１３,０００円からその他の扶養親族と同額であ

る６,５００円とし、子にかかる手当額を６,５００円から１０,０００

円に引き上げるものです。行政職８級相当の職員には、子以外の扶養手

当額を３,５００円とするものです。なお、改定については表にありま

すように段階的に実施し、３２年度で完成という取扱いになっています。

続いて、「（４）勤勉手当」につきましては、人事委員会勧告に基づき、

年間の支給割合を０．１月分引き上げるものです。平成２９年度以降に

つきましては、支給月数を６月期、１２月期ともに一般職員は０．８５

月に、特定管理職員は１．０５月に改正するものです。

資料５８ページをご覧ください。「項目４：特別職の常勤職員の給与

等に関する条例の一部改正」につきましては、「（１）期末手当」につい

て、記載のとおり、０．１月分の改正を行うものです。

以上の他、資料６０ページのとおり、施行期日や適用日にかかる規定

の整備等を附則として設けています。

以上でございます。

（工藤教育長）

ただ今説明のありました報告につきまして、ご質問・ご意見等のある

方はお願いします。

（工藤教育長）

ございませんでしょうか。

それでは、協議に移ります。

【協 議】

①平成２９年度大分県教科用図書選定審議会委員の構成について

（工藤教育長）
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それでは、協議の①「平成２９年度大分県教科用図書選定審議会委員

の構成について」米持義務教育課長から説明いたします。

（米持義務教育課長）

〈説明概要〉

・教科用図書選定審議会委員選任のスケジュールについて

・県教育委員会と選定審議会の役割について

・選定審議会委員の構成について

（工藤教育長）

ご質問・ご意見のある方はお願いします。

（林職務代理者）

一号委員の小学校からの教員代表の選任についてですが、道徳の教員

免許の保有者など、道徳を専門に教えている方を選ぶのですか。

（米持義務教育課長）

道徳については、免許はありませんので、一定の経験や授業を行って

いる方、市町村教育委員会の意見も踏まえて選任を行うようにしていま

す。

（林職務代理者）

これまでの取組から選任すると、ある程度年配の方になるのかもしれ

ませんが、道徳という観点からすると、若い方のご意見を取り入れるこ

とも重要だと思いますので、いろいろな観点から選んでいただきたいと

思います。

（工藤教育長）

よろしいでしょうか。

それでは、今回の協議の結果を踏まえて進めていきたいと思います。

（工藤教育長）

それでは、先に非公開と決定しました議事を行いますが、その前に、

公開でその他、何かございますか。

では、先に非公開と決定しました議事を行いますので、関係課室長の

み在室とし、その他の課室長及び傍聴人は退出してください。

（関係課以外及び傍聴人退出）
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【議 案】

第１号議案 教職員の懲戒処分について

（工藤教育長）

それでは、第１号議案「教職員の懲戒処分について」提案しますので、

藤本教育人事課長から説明いたします。

（説 明）

（工藤教育長）

ただ今、説明のありました議案について審議を行います。ご質問・ご

意見等のある方はお願いします。

（質疑・意見等）

（工藤教育長）

それでは、第１号議案の承認についてお諮りいたします。第１号議案

について承認される委員は挙手をお願いします。

（採 決）

（工藤教育長）

第１号議案については、提案どおり承認します。

第２号議案 大分県スポーツ推進審議会委員の任命について

（工藤教育長）

次に、第２号議案「大分県スポーツ推進審議会委員の任命について」

提案しますので、井上体育保健課長から説明いたします。

（説 明）

（工藤教育長）

ただ今、説明のありました議案について審議を行います。ご質問・ご

意見等のある方はお願いします。
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（質疑・意見等）

（工藤教育長）

それでは、第２号議案の承認についてお諮りいたします。第２号議案

について承認される委員は挙手をお願いします。

（採 決）

（工藤教育長）

第２号議案については、提案どおり承認します。

（工藤教育長）

それでは、 後にその他、何かございませんか。

【その他】

①部活動指導者の国家資格構想について

（林職務代理者）

今朝の新聞に、国が新たな国家資格を創設し部活動外部指導者に採用

する構想が浮上しているというような記事が出ていましたが、このよう

な制度ができた場合、県内で指導者になる方は十分確保できますか。

（井上体育保健課長）

現在、すでに外部指導者を活用する事業を行っており、人材の確保は

可能です。

（林職務代理者）

議員立法として議論されているようですが、どこまで責任を負うこと

ができるのでしょうか。

（工藤教育長）

難しいところはあると思います。学校の中での指導となれば、安全対

策はもちろん責任を明確にする必要があります。また、人材も都市部ほ

ど豊富ではないと思いますし、経費をどうするかについての検討も必要

になると思います。

（林職務代理者）
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いずれにしても、早めに議論していく方がよいのではないでしょうか。

（高橋委員）

学校において、顧問の先生との関係を構築することも大切です。

（工藤教育長）

放課後の学校に外部の人が入って指導することになりますので、課題

について整理していく必要があると思います。ありがたい制度ではあり

ますが、地方ほど人材確保が難しいという面もあると思います。

（松田委員）

外部指導者が入るとしても、顧問の先生は必要だと思います。その競

技が専門ではないとしても、責任者としての顧問が必要ではないでしょ

うか。また、外部指導者の技術が優れていたとしても、先生方と連携を

取れないといけませんので、採用に当たっては管理職が面接などを行う

必要があると思います。

（高橋委員）

各競技ごとに資格がありますので、そこは学校とのすり合わせが必要

だと思います。

（工藤教育長）

他にございませんでしょうか。

ないようですので、これで平成２８年度第１８回教育委員会会議を閉

会します。

お疲れ様でした。



平成28年度第18回大分県教育委員会会議次第

日時 平成２８年１２月１３日（火）

１５：００～１５：４０

場所 教育委員室

１ 開 会

２ 署名委員の指名

３ 議 題

（１）議 案

第１号議案 教職員の懲戒処分について

第２号議案 大分県スポーツ推進審議会委員の任命について

（２）報 告

①平成２８年第４回定例県議会議案に対する教育委員会の意見について

（３）協 議

①平成２９年度大分県教科用図書選定審議会委員の構成について

（４）その他

４ 閉 会
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第１２３号議案 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案の概要

項目１：職員の給与に関する条例の一部改正（第１条及び第２条関係）
項 目 改 正 内 容 備 考

(１)給料表改定 若年層に重点を置いた給料月額の引上げ 平成28年４月１日
（別表第１～６） （平均改定率０．１５％、月額５２１円) 適用

(２)初任給調整 医師等に対する初任給調整手当の上限月額の引上げ
手当 ・医療職給料表（一）の適用を受ける職員

（第11条の２） 月額 ４１３，３００円 → ４１３，８００円
・医学又は歯学に関する専門的知識を有する者

月額 ５０，５００円 → ５０，６００円
(３)扶養手当 国家公務員の配偶者に係る扶養手当の見直しに準じた改 平成29年４月１日

（第12条） 定（独自の経過措置） 施行
＜主な改定内容＞
①配偶者に係る手当額を引下げ （13,000円→6,500円）
②子に係る手当額を引上げ （6,500円→10,000円）
③行政職８級相当の職員には、子以外の扶養手当を3,500円支給。
行政職９級相当の職員には、子以外の扶養手当を支給しない。

※改定は経過措置を設けて、段階的に実施
現行 29年度 30年度 31年度 32年度

7級まで 13,000 12,500 9,500 7,500 6,500
配偶者 8級 13,000 10,000 6,500 3,500 →

9級 13,000 10,000 6,500 3,500 0
子 6,500 7,000 8,500 9,500 10,000

7級まで 6,500 → → → →
父母等 8級 6,500 → → 3,500 →

9級 6,500 → → 3,500 0
配偶者 子 11,000 10,000 → → →
がない 父 7級まで 11,000 9,000 8,000 7,000 6,500
場合の 母 8級 11,000 9,000 6,500 3,500 →
一人目 等 9級 11,000 9,000 6,500 3,500 0

(４)勤勉手当 期末・勤勉手当の年間支給月数の引上げ 平成28年12月１日
（第23条） （４．２０月→４．３０月）に係る１２月期の支給月数 適用

の改正
引上げ分は勤勉手当に配分

勤勉手当 6月期 12月期

支給済 現行 改正後

一般職員 ０．８０ ０．８０ ０．９０

特定管理職員 １．００ １．００ １．１０

再任用職員 ０．３７５ ０．３７５ ０．４２５

６月期と１２月期の支給月数の改正 平成29年４月１日
（期末・勤勉手当４．３０月） 施行

勤勉手当 6月期 12月期
H28.12以降 改正後 H28.12以降 改正後

一般職員 ０．８０ ０．８５ ０．９０ ０．８５
特定管理職員 １．００ １．０５ １．１０ １．０５
再任用職員 ０．３７５ ０．４０ ０．４２５ ０．４０
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項目２：一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正（第３条及び第４条関係）
項 目 改 正 内 容 備 考

(１)給料表改定 任期付職員給料表の一部の号給の給料月額の引上げ 平成28年４月１日
（第７条） 適用

(２)期末手当 年間支給月数の引上げ（３．１５月→３．２５月）に係 平成28年12月１日
（第８条） る １２月期の支給月数の改正 適用

6月期 12月期

現行 改正後

１．５７５ １．５７５ １．６７５

６月期と１２月期の支給月数の改正（３．２５月） 平成29年４月１日
施行

6月期 12月期
改正後 改正後H28.12以降 H28.12以降

１.５７５ １.６２５ １.６７５ １.６２５

項目３：一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正（第５条及び第６条関係）
項 目 改 正 内 容 備 考

(１)給料表改定 第１、２号任期付研究員給料表の一部の号給の給料月 平成28年４月１日
（第５条） 額の引上げ 適用

(２)期末手当 年間支給月数の引上げ（３．１５月→３．２５月）に係 平成28年12月１日
（第６条） る １２月期の支給月数の改正 適用

6月期 12月期

現行 改正後

１．５７５ １．５７５ １．６７５

６月期と１２月期の支給月数の改正（３．２５月） 平成29年４月１日
施行

6月期 12月期
改正後 改正後H28.12以降 H28.12以降

１.５７５ １.６２５ １.６７５ １.６２５

項目４：特別職の常勤職員の給与等に関する条例の一部改正（第７条及び第８条関係）
項 目 改 正 内 容 備 考

(１)期末手当 年間支給月数の引上げ（３．１５月→３．２５月）に係 平成28年12月１日
（第５条） る １２月期の支給月数の改正 適用

6月期 12月期

支給済 現行 改正後

１．５０ １．６５ １．７５

６月期と１２月期の支給月数の改正（３．２５月） 平成29年４月１日
施行

6月期 12月期
改正後 改正後H28.12以降 H28.12以降

１．５０ １．５５ １．７５ １．７０
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項目５：大分県議会議員の議員報酬及び費用弁償条例の一部改正（第９条及び第10条関係）
項 目 改 正 内 容 備 考

(２)期末手当 年間支給月数の引上げ（３．１５月→３．２５月）に係 平成28年12月１日
（第７条） る １２月期の支給月数の改正 適用

6月期 12月期

支給済 現行 改正後

１．５０ １．６５ １．７５

６月期と１２月期の支給月数の改正（３．２５月） 平成29年４月１日
施行

6月期 12月期
改正後 改正後H28.12以降 H28.12以降

１．５０ １．５５ １．７５ １．７０

項目６：特別職の秘書の給与及び旅費に関する条例の一部改正（第11条関係）
項 目 改 正 内 容 備 考

(１)給料表改定 特別職秘書給料表の全ての号給の給料月額の引上げ 平成28年４月１日
（別表） 適用（一般職の職員に準じて改定）

項目７：企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正（第12条関係）
項 目 改 正 内 容 備 考

第４条第２項第２号（扶養親族たる子及び孫）を同項 平成29年４月１日
扶養手当 第２号（扶養親族たる子）と同項第３号（扶養親族た 施行

る孫）に分ける。
（一般職の職員に準じて改定）

項目８：大分県病院局職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正（第13条関係）
項 目 改 正 内 容 備 考

第７条第２項第２号（扶養親族たる子及び孫）を同項 平成29年４月１日
扶養手当 第２号（扶養親族たる子）と同項第３号（扶養親族た 施行

る孫）に分ける。
（一般職の職員に準じて改定）
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附則（第１項～第１１項関係）
項 目 改 正 内 容
第１項 施行期日

<施行期日> この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第２条、第４条、第６条、第８条、第10条、第12条及び第13条並び

に附則第８項から第10項までの規定は、平29年４月１日から施行する。
第２項 第１条、第３条、第５条、第11条について給料表・初任給調整手当等の改定の
<適用日> 適用日：平成28年４月１日
第３項 第１条の平成28年12月に支給される勤勉手当の支給率及び第３条の任期付職員
<適用日> ・第５条の任期付研究員・第７条の特別職・第９条の議員の期末手当の支給率

の改定の適用日：平成28年12月１日
第４項 平成28年４月１日（切替日）前の異動者の号給の調整

<号給の調整> 切替日前に職務の級を異にして異動した職員等については、切替日において
異動した職員との均衡から調整を行う。

第５項 切替日から施行日前の異動者の号給
<号給の調整> 施行日前に職務の級を異にして異動した職員等の号給は、人事委員会の定め

るところによる。
第６項 施行日から平成29年３月31日までの間の異動者の号給の調整

<号給の調整> 施行日後に職務の級を異にして異動した職員等については、切替日において
異動した職員との権衡から調整を行う。

第７項 給与等の内払
<給与等の内払> 改正前の給与条例、任期付職員条例、任期付研究員条例、特別職給与条例、

議員報酬条例及び特別職秘書給与条例に基づいて支給された給与等は、改正後
の各条例の規定による給与等の内払とみなす。

第８項 平成29年度における扶養手当額等の経過措置
<経過措置> 内容は、項目１（３）改正内容の欄の表中29年度の欄のとおり。

第９項 平成30年度における扶養手当額等の経過措置
<経過措置> 内容は、項目１（３）改正内容の欄の表中30年度の欄のとおり。

第10項 平成31年度における扶養手当額等の経過措置
<経過措置> 内容は、項目１（３）改正内容の欄の表中31年度の欄のとおり。

第11項 人事委員会規則への委任
、 、<人事委員会へ 附則第４項から前項までに定めるもののほか この条例に関し必要な事項は

の委任> 人事委員会で定める。
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【資料１】

１．平成２９年度教科用図書選定審議会のスケジュール

平成２９年度は「特別の教科 道徳」（小学校）の初採択

平成２８年度

１２月１３日 ○教育委員会にて教科用図書選定審議会委員の委員構成の決定

１２月 下旬 ○教科用図書選定審議会委員の推薦依頼（教育事務所等へ）

１月 下旬 ○教科用図書選定審議会委員の推薦回答

２月２１日 ○教育委員会にて教科書選定審議会委員の承認

※Ｈ２９は審議会を２回開催、任期が４／１～８／３１であることを依頼文の中で明記

平成２９年度

４月１日 ○大分県教科用図書選定審議会設置（設置期間４／１～８／３１）

４月下旬 ○第１回大分県教科用図書選定審議会開催（調査依頼）

５月１７～１９日（予備日２４日～２６日）

◆教科書調査研究協議会

６月初旬 ○第２回大分県教科用図書選定審議会開催（調査報告）

○教育委員会へ答申（建議）

２．関係法令等

○義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令

（選定審議会の委員）

第九条 選定審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、都道府県の教育委員会が任命する。この場合に

おいて、第一号に掲げる者のうちから任命される委員の数は、委員の定数のおおむね三分の一に

なるようにしなければならない。

一 義務教育諸学校の校長及び教員

二 都道府県の教育委員会の事務局に置かれる指導主事その他学校教育に専門的知識を有する職員並

びに市町村の教育委員会の委員、教育長及び事務局に置かれる指導主事その他学校教育に専門的

知識を有する職員

三 教育に関し学識経験を有する者

２ 教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者は、選定審議会の委員となることができない。

○大分県教科用図書選定審議会の委員の数を定める条例

大分県教科用図書選定審議会の委員の数は、二十名とする。

附則

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
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２．教科書採択の方法     【資料２】 

１ 採択の権限 

教科書採択の権限は、公立学校で使用される教科書については、その学校を設置する教育委  

員会に、また、国・私立学校で使用される教科書の採択の権限は校長にある。 

 

２ 採択の方法 

  採択の方法は「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」に定められている。 

【主に県教育委員会が行う事務】 

○諮問・答申     

適切な採択を確保するため、都道府県教育委員会は、教科書について調査・研究し、採択者 

（市町村教育委員会等）に指導・助言・援助する。これを行うに当たり都道府県教育委員会 

は、学校の校長及び教員、教育委員会関係者、学識経験者から構成される「教科用図書選定 

審議会」を毎年度設置し、あらかじめ意見を聴く。       

（無償措置法第十・十一条 ／ 施行令第九条） 

○指導・助言・援助  

教科用図書選定審議会は専門的かつ膨大な調査・研究を行うため、通常、教科ごとに数人の 

教員を調査員として委嘱している。都道府県教育委員会は、この審議会の調査・研究結果を 

もとに選定資料を作成し、それを採択権者に送付し助言とする。 

（無償措置法第十・十一条 ／ 施行令第九条） 

○教科書展示会の開催 

 

【主に市町村教育委員会等採択権者が行う事務】 

○採択 

採択権者は、都道府県の選定資料を参考にするほか、独自に調査・研究した上で 1 種目につ 

き 1 種類の教科書を採択する。なお、共同採択地区で採択地区協議会を設けた場合、市町村 

教育委員会は「協議会」で決定した同一の教科書を採択しなければならない。 

（無償措置法第十三条 ） 

  

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 

（都道府県の教育委員会の任務）  

第十条 都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択の適正な

実施を図るため、義務教育諸学校において使用する教科用図書の研究に関し、計画し、及び実施するとと

もに、市（特別区を含む。以下同じ。）町村の教育委員会及び義務教育諸学校（公立の義務教育諸学校を

除く。）の校長の行う採択に関する事務について、適切な指導、助言又は援助を行わなければならない。 

 

（教科用図書選定審議会）  

第十一条 都道府県の教育委員会は、前条の規定により指導、助言又は援助を行なおうとするときは、あらかじめ

教科用図書選定審議会（以下「選定審議会」という。）の意見をきかなければならない。  

２ 選定審議会は、毎年度、政令で定める期間、都道府県に置く。  

３ 選定審議会は、条例で定める人数の委員で組織する。 
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 参考「教科書制度の概要」（平成２８年６月 文部科学省） 

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令 

（選定審議会の所掌事務）  

第八条 選定審議会は、都道府県の教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、及び必要と認めると

きは、これらの事項について都道府県の教育委員会に建議する。  

一 市（特別区を含む。以下同じ。）町村の教育委員会及び義務教育諸学校（公立の義務教育諸学校を除

く。）の校長の行う教科用図書の採択に関する事務について都道府県の教育委員会の行う採択基準の作

成、選定に必要な資料の作成その他指導、助言又は援助に関する重要事項  

二 都道府県の設置する義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択に関する事項 

［資料＿協議①］

-3-



 
 

３．主な根拠法令       【資料３】 

○義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律     ［無償措置法］ 

（都道府県の教育委員会の任務）  

第十条   都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の義務教育諸学校において使用する教

科用図書の採択の適正な実施を図るため、義務教育諸学校において使用する教科用

図書の研究に関し、計画し、及び実施するとともに、市（特別区を含む。以下同

じ。）町村の教育委員会及び義務教育諸学校（公立の義務教育諸学校を除く。）の

校長の行う採択に関する事務について、適切な指導、助言又は援助を行わなければ

ならない。  

（教科用図書選定審議会）  

第十一条  都道府県の教育委員会は、前条の規定により指導、助言又は援助を行なおうとす

るときは、あらかじめ教科用図書選定審議会（以下「選定審議会」という。）の意

見をきかなければならない。   

２   選定審議会は、毎年度、政令で定める期間、都道府県に置く。  

３   選定審議会は、条例で定める人数の委員で組織する。 

 

○義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令  ［無償措置法施行令］ 

（教科用図書選定審議会の設置期間） 

 第七条  教科用図書選定審議会（以下｢選定審議会｣という。）を置く期間は、４月１日から 
８月３１日までとする。 

（選定審議会の所掌事務） 

第八条  選定審議会は、都道府県の教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、

及び必要と認めるときは、これらの事項について都道府県の教育委員会に建議する。 

一   市（特別区を含む。以下同じ。）町村の教育委員会及び義務教育諸学校（公立の義

務教育諸学校を除く。）の校長の行う教科用図書の採択に関する事務について都道府

県の教育委員会の行う採択基準の作成、選定に必要な資料の作成その他指導、助言又

は援助に関する重要事項 

二   都道府県の設置する義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択に関する事

項 

（選定審議会の委員） 

第九条  選定審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、都道府県の教育委員会が任命する。

この場合において、第１号に掲げる者のうちから任命される委員の数は、委員の定数

のおおむね３分の１になるようにしなければならない。 

一 義務教育諸学校の校長及び教員 

二 都道府県の教育委員会の事務局に置かれる指導主事その他学校教育に専門的知識 

を有する職員並びに市町村の教育委員会の委員、教育長及び事務局に置かれる指 

導主事その他学校教育に専門的知識を有する職員 

三 教育に関し学識経験を有する者 

２   教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者は、選定審議会の委員となることが

できない。 
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○大分県教科用図書選定審議会の委員の数を定める条例 

  大分県教科用図書選定審議会の委員の数は、二十名とする。 
 

○大分県教科用図書選定審議会の組織及び運営に関する規則 

 （目的） 

  第一条  この規則は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令（昭和

三十九年政令第十四号）第十条の規定に基づき、大分県教科用図書選定審議会（以  

下「選定審議会」という。）の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目

的とする。                           

 （会長及び副会長）  

  第二条   選定審議会に会長及び副会長各１名を置き、互選によつて定める。 

２     会長は、選定委員会の会務を総理する。 

    ３     副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、そ 
の職務を行う。  

 （会議の招集） 

  第三条   選定審議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。 

    ２     委員定数の三分の一以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長は、会議 
を招集しなければならない。 

 （議事） 

  第四条   選定審議会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くこと  

ができない。 
２     選定審議会の会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のとき 

は、会長の決するところによる。 

 （調査員） 

  第五条   選定審議会は、種目ごとに、必要数の調査員を置く。 

     ２    調査員は、大分県教育委員会が任命する。 

     ３    調査員は、教科用図書等に関する専門的事項の調査にあたる。 

 （庶務） 

  第六条   選定審議会の庶務は、大分県教育庁義務教育課において処理する。 

                               
 （雑則） 

  第七条   この規則に定めるもののほか、選定審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、   
選定審議会の議決を経て会長が定める。 

       附 則 

      この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。  

      附 則（平成二七・三・三一教委規則第三号） 

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。  
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４．平成２９年度大分県教科用図書選定審議会委員の構成について        【資料４】 

   
    
区分 

選出校種等 

平成２９年度（案） 
（小学校道徳初採択） 

平成２８年度 
（小・中採択替えなし） 

平成２７年度 
（中学校採択替え） 

平成２６年度 
（小学校択替え） 

〔
一
号
委
員
〕 

義
務
教
育
諸
学
校
の
校
長
及
び

教
員 

①小学校校長代表 
②中学校校長代表 
③特別支援学校校長代表 
④教員代表（小学校） 
⑤教員代表（小学校） 
⑥教員代表（小学校） 
⑦教員代表 
（特別支援学校小学部） 
 
 

①小学校校長代表 
②中学校校長代表 
③特別支援学校校長代表 
④教員代表（小学校） 
⑤教員代表（中学校） 
⑥教員代表 
（特別支援学校小学部） 
⑦教員代表 
（特別支援学校中学部） 
 

①小学校校長代表 
②中学校校長代表 
③特別支援学校校長代表 
④中学校教頭代表 
⑤教員代表（中学校） 
⑥教員代表（中学校） 
⑦教員代表（中学校） 
⑧教員代表 
（特別支援学校中学部） 

①小学校校長代表 
②中学校校長代表 
③特別支援学校校長代表 
④小学校教頭代表 
⑤教員代表（小学校） 
⑥教員代表（小学校） 
⑦教員代表（小学校） 
⑧教員代表 
（特別支援学校小学部） 

〔
二
号
委
員
〕 

都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
の
事
務
局
に
置
か
れ
る
指
導
主
事
そ
の
他
学
校

教
育
に
専
門
的
知
識
を
有
す
る
職
員
並
び
に
市
町
村
の
教
育
委
員
会
の
委
員
、
教
育
長
及

び
事
務
局
に
置
か
れ
る
指
導
主
事
そ
の
他
学
校
教
育
に
専
門
的
知
識
を
有
す
る
職
員 

⑧市町村教育長協議会 
代表（大分市） 

⑨市町村教育長協議会 
代表（別府市） 

⑩県教育委員会専門職 
代表（特別支援教育課長） 

⑪県教育委員会専門職代表 
（大分教育事務所次長兼指

導課長） 
⑫県教育委員会指導主事 
代表（教育センター教科

研修部） 
⑬県教育委員会指導主事 
代表（義務教育課幼稚園

教育担当指導主事） 
⑭市町村教育委員会指導主

事代表 

⑧市町村教育長協議会 
代表（大分市） 

⑨市町村教育長協議会 
代表（別府市） 

⑩県教育委員会専門職 
代表（特別支援教育課長） 

⑪県教育委員会専門職代表 
（大分教育事務所次長兼指

導課長） 
⑫県教育委員会指導主事 
代表（教育センター特別

支援教育部） 
⑬県教育委員会指導主事 
代表（義務教育課指導主

事） 
⑭市町村教育委員会指導主

事代表 

⑨市町村教育長協議会 
代表（佐伯市） 

⑩市町村教育長協議会 
代表（竹田市） 

⑪県教育委員会専門職 
代表（特別支援教育課長）

⑫県教育委員会専門職代表

（大分教育事務所次長兼指

導課長） 
⑬県教育委員会指導主事 
代表（教育センター教科

研修部） 
⑭県教育委員会指導主事 
代表（義務教育課指導主

事） 
⑮市町村教育委員会指導主

事代表 

⑨市町村教育長協議会 
代表（大分市） 

⑩市町村教育長協議会 
代表（別府市） 

⑪県教育委員会専門職 
代表（特別支援教育課長）

⑫県教育委員会専門職代表

（大分教育事務所次長兼指

導課長） 
⑬県教育委員会指導主事 
代表（教育センター教科研

修部） 
⑭県教育委員会指導主事 
代表（義務教育課指導主

事） 
⑮市町村教育委員会指導主

事代表 

〔
三
号
委
員
〕 

教
育
に
関
し
学
識
経
験
を
有

す
る
者  

⑮大分大学教育学部 
学部代表（附属学校園連

携統括長） 
⑯大分大学教育学部 
 附属小学校校長 
⑰大分県 PTA 連合会代表 
⑱大分県 PTA 連合会代表 
⑲大分県特別支援学校 
知的障がい教育校 PTA 
連合会代表 

⑳私学振興・青少年課長 

⑮大分大学教育学部 
学部代表（附属学校園連

携統括長） 
⑯大分大学教育学部 
 附属特別支援学校校長 
⑰大分県 PTA 連合会代表 
⑱大分県 PTA 連合会代表 
⑲大分県特別支援学校 
知的障がい教育校 PTA 
連合会代表 

⑳私学振興・青少年課長 

⑯大分大学教育福祉科学部

学部代表（附属学校園連

携統括長） 
⑰大分大学教育福祉科学部

附属中学校校長 
⑱大分県 PTA 連合会代表 
⑲大分県 PTA 連合会代表 
⑳私学振興・青少年課長 

⑯大分大学教育福祉科学部

学部長 
 
⑰大分大学教育福祉科学部

 附属小学校副校長 
⑱大分県 PTA 連合会代表 
⑲大分県 PTA 連合会代表 
⑳私学振興・青少年課長 
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